
重要性分類Ⅲ

８日 ９日 １０日

曜日 火 水 木

受付対応 ○ ○ ○

曜日 木 金 土

受付対応 ○ ○ ○

曜日 日 月 火

受付対応 × 〇 ○

曜日 火 水 木

受付対応 ○ ○ ○

曜日 金 土 日

受付対応 ○ × ○

曜日 月 火 水

受付対応 〇 ○ ○

曜日 水 木 金

受付対応 ○ ○ ○

曜日 土 日 月

受付対応 × × ○

曜日 月 火 水

受付対応 〇 ○ ○

曜日 木 金 土

受付対応 ○ ○ ○

曜日 日 月 火

受付対応 × 〇 ○

曜日 日 月 火

受付対応 × 〇 ○

注3）　郡市医師会等が取りまとめて提出される場合は、受取のみの取扱いとさせていただき、受領書は

　　 後日送付させていただきます。

注2）　7日以前（土日祝日を除く。）においても、診療（調剤）報酬請求書等は１階窓口で受付けております。

受　付　日

１２月

１月
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令和７年度診療（調剤）報酬請求書等の受付日について（お知らせ）

　・診療（調剤）報酬請求書等は請求省令に基づき、診療翌月の１０日までに請求をお願いします。

　・表中「○」は事務所の開所日、「×」は事務所の閉所日を示しています。

注1）　受付時間は9時から17時30分までとさせていただいておりますので、ご協力をお願いします。
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